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衆
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一
の
�
に
つ
い
て

民
間
の
格
付
会
社
に
よ
る
国
債
の
格
付
け
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
逐
一
見
解
を
示
す
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

一
の
�
及
び
�
並
び
に
二
の
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
内
外
の
市
場
か
ら
の
信
認
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
経
済
成
長
と
の
両
立
を
図
り
つ
つ
、
財
政
規
律
を

維
持
し
財
政
健
全
化
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
右
肩
上
が
り
の
経
済
成
長
の
前
提
の
下
で
の
旧
来
型
の
資
源
配
分

や
行
政
手
法
を
転
換
し
、
経
済
社
会
の
構
造
や
重
視
す
べ
き
価
値
を
変
え
る
と
の
方
針
の
下
、
予
算
編
成
を
行
っ
た
。
そ
の

際
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
お
け
る
国
債
発
行
額
を
平
成
二
十
一
年
度
第
一
次
補
正
予
算
後
の
国
債
発
行
額
で
あ
る
約
四

十
四
兆
円
以
内
に
抑
え
る
と
の
目
標
を
お
お
む
ね
達
成
し
た
こ
と
に
よ
り
、
財
政
の
果
た
す
役
割
に
配
意
し
つ
つ
、
財
政
規

律
を
重
視
す
る
姿
勢
を
市
場
に
示
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

今
後
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
日
に
閣
議
決
定
し
た
「
新
成
長
戦
略
（
基
本
方
針
）
」
の
具
体
化
を
進
め
て
い
く
と

と
も
に
、
本
年
前
半
に
は
、
複
数
年
度
を
視
野
に
入
れ
た
中
期
財
政
フ
レ
ー
ム
及
び
中
長
期
的
な
財
政
規
律
の
在
り
方
を
含

一



む
「
財
政
運
営
戦
略
」
を
策
定
し
、
財
政
健
全
化
へ
の
道
筋
を
示
す
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
方
針
に
変
わ
り
は
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

国
家
戦
略
室
に
お
い
て
は
、
中
期
財
政
フ
レ
ー
ム
及
び
「
財
政
運
営
戦
略
」
の
策
定
に
向
け
て
、
平
成
二
十
二
年
一
月
二

十
五
日
に
「
中
期
的
な
財
政
運
営
に
関
す
る
検
討
会
」
の
第
一
回
会
合
を
開
催
し
、
中
期
的
な
財
政
フ
レ
ー
ム
に
関
す
る
諸

外
国
の
経
験
等
に
つ
い
て
有
識
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
、
こ
れ
ら
も
参
考
と
し
な
が
ら
、

構
造
的
な
財
政
赤
字
の
削
減
に
つ
な
げ
る
こ
と
、
中
長
期
的
に
は
公
的
債
務
残
高
の
対
国
内
総
生
産
比
を
安
定
的
に
引
き
下

げ
て
い
く
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
検
討
を
進
め
る
予
定
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

消
費
税
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
九
日
の
三
党
連
立
政
権
合
意
書
に
お
い
て
、
「
今
回
の
選
挙
に
お
い
て
負
託

さ
れ
た
政
権
担
当
期
間
中
に
お
い
て
、
歳
出
の
見
直
し
等
の
努
力
を
最
大
限
行
い
、
税
率
引
き
上
げ
は
行
わ
な
い
」
こ
と
と

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
大
綱
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、

消
費
税
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
今
後
、
社
会
保
障
制
度
の
抜
本
改
革
の
検
討
な
ど
と
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

政
府
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
方
針
に
沿
っ
て
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


